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端末設備等の接続の技術的条件  （平成１１年５月１３日電技第５１号の２） 
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   第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この条件は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号（以下「法」という。））第４９条第

１項、第５２条第１項及び端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）第３５条（同第３６条で

準用する場合を含みます。）の規定に基づき、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

（以下「当社」といいます。）の事業用電気通信回線設備に接続される端末設備等の接続の技術的条

件を定めることを目的とします。 

 

 （定義） 

第２条 この条件に使用する用語の解釈については、次の定義に従います。 

 （１） 専用回線 特定の利用者間に設置される専用の伝送路設備及びその附属設備 

 （２） データ伝送設備 主としてデータ伝送の用に供することを目的とする電気通信回線設備 

 （３） 専用回線等端末等 当社の専用回線又はデータ伝送設備に接続する端末設備又は自営電気通

信設備 

 （４） アナログ専用回線等端末等  アナログ信号を入出力する専用回線等端末等 

 （５） ディジタル専用回線等端末等 ディジタル信号を入出力する専用回線等端末等 

 

   第２章 メタリックインタフェースを用いる端末等 

 

    第１節 メタリックインタフェースを用いるアナログ端末等 

 

 （電気的条件等） 

第３条 メタリックインタフェースを用いるアナログ専用回線等端末等のうち、別表第１号に示す各イ

ンタフェース種別の電気的条件等については、同表のとおりとします。 

 

    第２節 メタリックインタフェースを用いるディジタル端末等 

 

 （電気的条件等） 

第４条 メタリックインタフェースを用いるディジタル専用回線等端末等のうち、別表第２号に示す各

インタフェース種別の電気的条件等については同表のとおりとします。また、同表で規定する場合を

除き、電気通信回線に対して直流電圧を加えてはなりません。 

 

   第３章 同軸インタフェースを用いる端末等 

 

 （電気的条件等） 

第５条 同軸インタフェースを用いる専用回線等端末等の電気的条件は、別表第３号の条件に適合しな

ければなりません。また、同表で規定する場合を除き、電気通信回線に対して直流電圧を加えてはな

りません。 

 

   第４章 光インタフェースを用いる端末等 

 

 （光学的条件） 

第６条 光インタフェースを用いる専用回線等端末等のうち、別表第４号に示す各インタフェース種別

の光学的条件については同表のとおりとします。 
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別表第１号 メタリックインタフェースを用いるアナログ専用回線等端末等の電気的条件 

 注１ プログラムレベルとは、放送中における平均的なレベル（実効値）をいいます。 

  ２ 送出電力は、平衡６００Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。 

 

 

別表第２号 メタリックインタフェースを用いるディジタル専用回線等端末等の電気的条件 

 

 

別表第３号 同軸インタフェースを用いる専用回線等端末等の電気的条件 

 注１ 映像端末の送出電圧は、不平衡７５Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。 

   インタフェース種別 
周波数

帯域 

送出電力、送出電流、 

送出電圧等の条件 

特殊な直流使用

（重畳） 

テレビジョン放送中継サービス 

（音声端末） 

 

ディジタルテレビジョン放送中継サ

ービス 

（ＮＴＳＣ） 

——— 

送出電力： 

 －１０ｄＢｍ 

 （プログラムレベル） 

 以下 

統合専用サービス 

（音声インタフェース） 
 

送出電力： 

 ０ｄＢｍ（最大レベル） 

 以下 

直流電圧を加え

ないこと 

    インタフェース種別    送出電圧    備考 

ＴＴＣ標準ＪＪ－２０．１１に準拠

するもの 

（２．０４８Ｍｂ／ｓ） 

３．７５Ｖ（Ｐ－Ｐ値）以下 
１１０Ωの負荷抵抗に

対する値 

      インタフェース種別     送出電力、送出電圧 

テレビジョン放送中継サービス 

（映像端末） 

ディジタルテレビジョン放送中継サービス 

（ＮＴＳＣ） 

  １．０Ｖ（Ｐ－Ｐ値）以下 

テレビジョン放送中継サービス 

（ＨＤ－ＳＤＩ） 

テレビジョン放送中継サービス 

（ＳＤ－ＳＤＩ） 

テレビジョン放送中継サービス 

（ＤＶＢ－ＡＳＩ） 

  ８００ｍＶ（Ｐ－Ｐ値）以下 

テレビジョン放送中継サービス 

（ＨＤ－ＳＤＩ（別線音声）） 
  １．０Ｖ（Ｐ－Ｐ値）以下 
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別表第４号 光インタフェースを用いる専用回線等端末等の光学的条件 

  

         インタフェース種別       光出力 

第４種映像伝送サービス   ６ｄＢｍ（平均値）以下 

ＩＥＥＥ標準８０２．３ａｅ に準拠するもの 

（１０ＧＢＡＳＥ－ＳＲ、１０ＧＢＡＳＥ－ＳＷ） 
 －１．０ｄＢｍ（平均値）以下 

ＩＥＥＥ標準８０２．３ａｅ に準拠するもの 

（１０ＧＢＡＳＥ－ＬＲ、１０ＧＢＡＳＥ－ＬＷ） 
  ０．５ｄＢｍ（平均値）以下 

ＩＥＥＥ標準８０２．３ａｅ に準拠するもの 

（１０ＧＢＡＳＥ－ＥＲ、１０ＧＢＡＳＥ－ＥＷ） 
  ４．０ｄＢｍ（平均値）以下 

ＩＥＥＥ標準８０２．３ａｅ に準拠するもの 

（１０ＧＢＡＳＥ－ＬＸ４） 
  ５．５ｄＢｍ（平均値）以下 

ＩＴＵ－T Ｇ.６９１に準拠するもの 

（Ｓ－６４.１） 

 

  ５．０ｄＢｍ（平均値）以下 

ＩＴＵ－T Ｇ.６９１に準拠するもの 

（Ｓ－６４.２ｂ） 
２．０ｄＢｍ（平均値）以下 

ＩＴＵ－T Ｇ.６９１に準拠するもの 

（Ｓ－６４.３ａ） 
－１．０ｄＢｍ（平均値）以下 

ＡＮＳＩ ＩＮＣＩＴＳ ２３０ ＦＣ－ＰＨに準拠する

もの 

（１００－ＳＭ－ＬＬ－Ｉ） 

－３．０ｄＢｍ（平均値）以下 

ＡＮＳＩ ＩＮＣＩＴＳ ２９７ ＦＣ－ＰＨ－２／ＡＮ

ＳＩ ＩＮＣＩＴＳ ３５２ ＦＣ－ＰＩに準拠するもの

（１００－Ｍ５－ＳＮ－Ｉ、１００－Ｍ６－ＳＮ－Ｉ） 

０ｄＢｍ（平均値）以下 
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   附  則（平成１１年６月１日再第４０号） 

  

 （実施期日） 

第１条 この条件は、平成１１年６月１日から実施します。 

 

 （経過措置） 

第２条 この条件の実施に伴い、次に示す技術的条件を廃止します（平成１１年日本電信電話株式会社

再第３８号）。 

 （１）専用回線端末等の接続の技術的条件 

 （２）セルリレー端末等の接続の技術的条件 

 （３）フレームリレー端末等の接続の技術的条件 

 （４）パケット交換端末等の接続の技術的条件 

 （５）回線交換端末等の接続の技術的条件 

 （６）総合ディジタル通信端末等の接続の技術的条件 

 （７）ノーリンギング通信端末等の接続の技術的条件 

 （８）空港無線電話端末等の接続の技術的条件 

 （９）信号監視通信サービス端末等の接続の技術的条件 

 （１０）加入電信端末等の接続の技術的条件 

 

 

   附  則（平成１１年７月１日ネ技第２号） 

 

 （実施期日） 

１ この条件は、平成１１年７月１日から実施します。 

 

 （経過措置） 

２ この条件の実施前に、電気通信事業法（以下「法」という。）第５１条第１項で定める郵政省令に

基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備（以下「端末等」とい

う。）については、法第５０条第１項の認定を受けたものとみなします。 

３ この条件の実施前に、法第５１条の端末設備の接続の検査または法第５２条の自営電気通信設備の

接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の

例によることとします。 

 

 

   附  則（平成１１年１０月７日ネ技第２３号） 

 

この条件は、平成１１年１０月７日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１１年１２月２０日ネ技第４８号） 

 

この条件は、平成１１年１２月２０日から実施します。 

 

 

      附  則（平成１２年２月２３日ネ技第６８号） 

 

 （実施期日） 

１ この条件は、平成１２年２月２３日から実施します。 

 

 （経過措置） 

２ この条件の実施に伴い、次に示す技術的条件を廃止します。 

 （１）インターネット国際ゲートウェイサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 

 （２）国際専用回線に係る端末設備等の接続の技術的条件 
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３ この条件の実施前に、電気通信事業法（以下「法」といいます。）第５１条第１項で定める郵政省

令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備（以下「端末等」

といいます。）については、法第５０条第１項の認定を受けたものとみなします。 

４ この条件の実施前に、法第５１条の端末設備の接続の検査または法第５２条の自営電気通信設備の

接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の

例によることとします。 

 

 

   附  則（平成１２年３月１４日ネ技第８０号） 

 

この条件は、平成１２年３月１４日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１２年５月１日ネ技第１０２号） 

 

この条件は、平成１２年５月１日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１２年７月 1日ネ技第２３号） 

 

この条件は、平成１２年７月１日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１２年１０月１６日ネ技第６１号） 

 

この条件は、平成１２年１０月１６日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１２年１１月１日ネ技第６９号） 

 

この条件は、平成１２年１１月１日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１３年２月２３日ネコ第１４号） 

 

この条件は、平成１３年２月２３日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１３年４月１日ネコ第８４号） 

 

この条件は、平成１３年４月１日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１５年 １月 ６日ネ企第２８７号） 

 

 （実施期日） 

１ この条件は、平成１５年 １月 ６日から実施します。 

 

 （経過措置） 

２ この条件の実施前に、電気通信事業法（以下「法」といいます。）第５１条第１項で定める郵政省

令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備（以下「端末等」

といいます。）については、法第５０条第１項の認定を受けたものとみなします。 

３ この条件の実施前に、法第５１条の端末設備の接続の検査または法第５２条の自営電気通信設備の
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接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の

例によることとします。 

 

 

   附  則（平成１５年 ２月 ２５日ネ企 第１１１７号） 

 

この条件は、平成１５年 ２月 ２５日から実施します。 

 

 

   附  則（平成１５年 ７月２８日ネ企第４３２号） 

 

 （実施期日） 

 この条件は、平成１５年 ７月２８日から実施します。 

 

 

 


